
平成２８年度第２回文京区建築審査会議事録 

日 時 

 平成２８年５月２５日（水） 

  開会 午後２時５６分  

  閉会 午後４時４０分 

場 所  北区立滝野川会館 ５階 小ホール 

出席者 

委   員 十亀 彬・黒田 清行・内山 忠明・野本 孝三・河村 茂 

専門調査員 堀切 忠和 

幹   事 鵜沼 秀之・前田 直哉 

庶   務 加藤 徹志・幡野 由香里 

議 題 

１ 前回の議事録について 

２ 審査請求事件について 

３ その他 

１ 前回の議事録について 

前回議事録について承諾した。 

２ 審査請求事件について 

  ２７文建審・請第４号審査請求事件について 

   処分庁から提出された物件を、審査請求人と代理人が閲覧した旨報告した後、提出

された反論書３及び弁明書４について報告・審議された。また、事業主より提出され

た参加許可申請書について審査の後、許可された。口頭審査の日程は、調整の結果、

６月８日１５時半に文京シビックセンター３階の障害者会館会議室ＡＢにて実施す

ることを確認した。 

  ２７文建審・請第５・６号審査請求事件について 

 処分庁より提出された確認書類等の物件を確認した。また、新たに提出された、 

５号事件の弁明書３及び反論書３、６号事件の反論書２及び弁明書３について、それ

ぞれ報告・審議された。５号事件の口頭審査は４号事件と同日の６月８日１４時半で、

６号事件の口頭審査は６月２２日に文京シビックセンターにおいて建築審査会を開

催し、行う方向で調整することとなった。 

  ２７文建審・請第７号審査請求事件について 

   新たに提出された、反論書２及び弁明書３について報告・審議され、口頭審査を次

回６月２２日に行うことで調整を行うこととなった。 



 

  ２８文建審・請第１号審査請求事件について 

   新たに提出された審査請求の概要について説明し、その内容と処分庁から提出され

た弁明書について審議された。継続審議することし、処分庁へ弁明に足りる証拠を提

出するよう指示することとした。 

４ その他 

   ４号及び５号審査請求事件の口頭審査を６月８日に実施すること、次回６月２２日

の建築審査会を文京区で開催し、その時に６号及び７号審査請求事件の口頭審査を行

う方向で調整することを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


